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6-8月の問、毎日正午より王宮内広場で行われる

衛兵交替式。夏と冬では制服の色や、交替式の内容

も若干かわる

ダーラナ地方独特の民族衣装を着てダンスする

夏至祭 (今年は 6月21日)誰もが心待ちにして

pる日

撮影・中島千給

. 94年に渡辺達生賞受賞。現在写真雑誌PHOTAGE
などで活躍中。

文:松元さぎり

ベクショーの国民高等学校に，97年 1月-6月まで

留学，

6月6日(祝日)はスウェーデンの

「国民の日Jまたは、「国旗の日J
とも呼ばれ、ストックホルムにある

世界最古の野外博物館「スカンセ

ンjは無料となり、民族衣装を着た

王室一家が挨拶をされる。

普段以上に王室が身近に感じられ親

しみがわく。

目次

スウェーデンのアルコール政策とアルコール依存者ケア
..2 

スウェーデンの年金改革 ・-………………….3

スウ ェーデンの二つのユニークな環境教育(1) …5 
スウ ェーデンキャンペーンを見て............ ・・・一 7

研究会その他のご案内…ー………・・...・ H ・-…・…....8

書籍紹介………・・……………・…H ・H ・-…ー ・9



スウェーデンのアルコール政策と
アルコール依存者ケア

Swedish alcohole policy and the care services for alcoholic 

dependece persons 

私の本来の研究分野といえば、アルコール問題

の社会科学的アプローチである。

スウェーデンのアルコールが高くて、また専門

の販売屈ウィークデイにしか購入できないことは

ご存じの方は多いであろう。しかし、それが何故

なのか、その背景をご存じの方はどのくらいいら

っしゃるであろうか。予防に重点をおくアルコー

ル政策と、フィンランドとならんで国際的に質量

ともに豊かなアルコール依存者のケアシステムが、

福祉国家スウェーデンの重要な社会政策のひとつ

として公的財源により運営されてきたことは、あ

まり知られていないことと思う 。

私が、スウェーデンのアルコール政策とアルコ

ール依存症ケアに深く関心をもったきっかけは、

ストックホルム市内の病院のアルコールクリニッ

クで行なったソーシャルワーカーの学部教育にお

ける二度目の実習であった。アルコール依存者に

対する治療ならびに社会復帰には、障害者や高齢

者政策と同様に大幅な税金還元が行なわれる高福

祉のひとつである。その背景をなすのは、いうま

でもなくすべての人が同等の価値を有するという

民主主義の基本的価値であろう 。

スウェーデンの社会においては、アルコール依

存問題は歴史的に個人の責任あるいは病気である

という観方よりは、むしろ社会構造が生み出す構

造的問題のひとつの兆候としてとらえられてきた。

したがって、医療の分野における医学的治療中心

のアプローチではなく、社会サービスにおける人

間の総合的なニーズ把握を基礎とした社会復帰の

アプローチが、社会の責任として発展させられて

きたといえる。しかし、 100年前からそうであっ

たわけではない。ケア思想史をみるとき、逸脱行

動の範暗に含まれてきたアルコール依存者のケア

はその変遷を極めて明瞭に示唆するものである 。

Conrad & Schnelder (1980)は、逸脱行動の説

明にあたって、 宗教・道徳上の罪、犯罪、病気と

いう 三つのパラダイムに分類するものである。こ

れらのパラダイムは、コントロ ールか、治療かケ

アか社会の対応の仕方を決定するものである。時

代とともに、 普通先進国においては諸問題のメデ

ィカリゼイ ションが進み、 ポス トインダストリア
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ルな社会においては、第三のパラディグムが最も

主役となっている。 しかし、アルコール依存に関

しては、その原因因子が科学的に十分解明されて

いないところから、いわゆるメディカリゼイシ ョ

ンの限界性が指摘されるものである。スウェーデ

ンのアルコール問題の対応をみると、たとえばア

メリカのようにメディカリゼイションが早くから

浸透しなかったことが指摘される。

この背景を理解するには、スウェーデンという

国の飲酒文化の特徴を明確にする必要がある。飲

酒文化は国によって異なり、飲酒ならびに酪町が

社会においてどういう役割を果たすかということ

に大きくかかわってくる。スウェーデンは北ヨー

ロッパや他の北欧諸国とともに蒸留酒文化に属す

る国である。スウェーデンの古代からのアルコー

ル飲料は、大麦やライ麦のモルトによって醸造し

たビールであった。中世紀に火薬製造過程でヒン

トをえたことによって、蒸留酒の一種ヴレ ェンヴ

ィン(シュナップス)が製造されるようになり、

後小麦やじゃがいもによる安い製造が可能となっ

て一般庶民の聞に普及していった。

蒸留酒はアルコール飲料のひとつに他ならない

が、他のアルコール飲料と比べ「酔いの効果」が

強いという特質をもっており、同じアルコール摂

取量 (100%純アルコール)に換算 しでも効果が

変動しないことが、いわゆるアルコール問題を蒸

留酒文化にっくりだしていった原因だといえる。

酪町はサブ・カルチャーを生み出す要因のひと

つであることや、犯罪などの社会問題に関連する

ことが多くの研究者によって指摘されてきた(例

えば、Lenke，1992)。歴史的にみると、蒸留酒の

大量飲酒と社会的矛盾の結合した社会に禁酒運動

が台頭 したといえる。スウ ェーデンの禁酒運動は

1830年代に始まり、その後三大国民運動のひとつ

に発展 していった。特に、 1800年代半ばの凶作は

飲酒問題と貧困問題との結合的視点を生み出して

いき、飲酒問題を深刻な社会問題ととらえる観方

を構築していったといえる。たとえば、 1913年に

制定された初めてのアルコール乱用者ケア法は、

社会負担になる貧困階層のアルコール乱用者を干

に対象とし、治療やケアよりはコントロールとい



う、強制ケアと保護観察を中心とする階級法であ

った。

その後禁酒運動は、今世紀初め禁酒社会の実現

へと世論形成に努力したが、 1922年スウェーデン

初の国民投票で破れ、禁酒社会そのものの実現に

はいたらなかった。しかし、 1910年代に導入され

た配給通帳による制限販売制度は1955年まで生き

延びることになったが、コントロール的性格と「暗

示効果J(必要がないのに最大限の配給量を購入

する)が批判され廃止されたものである。

1955年の配給通帳廃止にとってかわって、次第

に形成されていったのが社会全体のアルコ ール消

費を制限することによって、大量飲酒、アルコー

ル乱用と酒害を制限するという予防中心のアルコ

ール政策であった。この背景をなすのが、社会の

平均アルコール消費量が増加すれば、大量飲酒グ

ループひいてはアルコール関連障害や死亡率も増

加するという、Lederman(1956)の総消費モデ

ルである。アルコール税による価格政策、 専門屈

による制限販売、年齢ならびに時間制限販売など

の一連の制限対策がとられてきた。すべての国民

を対象とする第一次予防に力をいれるのは、大量

飲酒者やアルコール乱用者が一般市民のなかから

生み出されるという考えによるものである。

国際的に比較すると、スウェーデンのアルコー

ル販売量は1970年代半ばをピークに減少し、比較

的低いレベルで、安定を保っていることが明らかで

ある(図)。また、肝硬変などのアルコール関連

障害や死亡率も大幅に減少してきている。

しかし、 1995年の EU加盟により輸入、製造、

レストランへの卸販売の自由化が行なわれた。現

在、 論争の焦点となっているのは、 専売庖での小

売りや外国からの持ち込み量などである。自由通

商を原則とする EUの主張とするところは、アル

コール制限政策は保健的な視点、から必要不可欠な

場合に限るとし、スウェーデンをはじめとする北

欧諸国のアルコール制限政策は例外を認めるほど

必要不可欠ではないというものである。

しかし、スウェーデンにおけるアルコール分野

の研究者などは、大量飲酒とアルコール関連障害

には因果関係があることと、スウェーデン人が制

限政策なしに健康問題への認識のみによって、節

度ある飲酒文化を構築するにはかなりの時間が必

要だと主張し、 予防を重点とする制限政策の維持

を提唱するものである。今後の展開が、注目され

る。ちなみに推測されるスウェーデンのアルコー

ル依存者数は、約30万人である (SOU1994: 27)。
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図 国民一人あたりのアルコール販売量(リットル、100%純アルコール)の国際比較 1965ー1994
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スウェーデンの年金改革
-Pension Reform in Sweden一

財団法人運輸調査局主任研究員:堀雅通

(慶鹿義塾大学大学院商学研究科博士課程:交通論専攻)

Senior Researcher， M. Hori: Institute of Transport Economics 

スウェーデンの年金制度問題については、すで

に1984年に政府委員会が結成され、制度の見直し

作業が進められてきたが(1990年にその概要が公

開されている)、その後、 1991年の政権交替(社

民党コ保守中道)の結果、改めτ年金問題のワー

キング・グループが結成され、新たな改革案が策

定された (Proposalof the Working Group on 

Pensions in1994)。同案は1994年 5月に-8議会

に提出されたが、 1994年 9月の政権交替(保守中

道コ社民党)後、再度検討され、議会で可決、 19
96年実施となる。新しい年金制度の基本理念とフ

レームワークは以下の通りである。

①経済変動にも耐えうる制度とする。

②負担と給付の関係を強化する。

③長期的な貯蓄促進機能を重視する。

新たなフレームワーク:所得比例年金(賦課

方式十積立方式)+保証年金

上記の理念は1990年の改革案にも示されていた

ものであるが、年金制度を経済変動に左右されな

い、安定的、強固なシステムにするのが第一の目

標である。第二の目標は負担と給付の関係(拠出

と給付のリンク)を強化すること。これは年金制

度の所得再分配的な役割を見直すことでもある。

第三の目標は年金制度が長期的な貯蓄の増加を促

進すること。つまり保険料の積立にインセンティ

ブを与えることである。かくして個人的にも社会

的にも財政上のメリットが生じるようになるとい

う。以上の理念が所得比例年金とそれを補完する

保証年金とによって実現する。こうした新しい制

度の具体的内容は以下の通りである。

4 

①現行の基礎年金 (AFP)、付加年金 (ATP)

制度を賦課方式(保険料16. 5 %)と積立方

式 (2%)の折衷型に組み替え、生涯所得に

基づく拠出立て給付とする(15年ルール、 30

年ルールなど所得再分配的な面を見直し、給

付と負担の関係を強化する)。

②保険料を労使折半とする。

③育児、就学、兵役期間を(年金権の生じる)

年金算定期間とみなす(保険料は政府負担)。

④フレキシブルな支給開始年齢とする (61歳か

ら受給可能、年金額は退職年齢で決まる)。

⑤保証年金の導入(所得比例年金を補完する役

害'1)，

⑥年金額は実質賃金伸び率と物価上昇率を考慮、

した経済調整指数 (economic adjustment 

index)によって計算、経済成長の実態にも

対応した制度とする。

⑦配偶者間での年金権の分割を認める(男女間

に各20%の年金額の増減が生じる。)

③新制度への移行は漸進的に進める(完全適用

は1954年以降に生まれた者からとなる。過渡

的に新旧両制度からの分担受給が併存する)。

以上のように今回の改革により所得比例年金と

これを補完する形の保証年金とが並立することに

なるが、所得比例年金の算定に際しては賃金上昇

率に合わせて改定される賃金基礎額

(Lonebasbeiopp) と保証年金算定のため物価上

昇率に基づいて算定される基礎額 (Pris-

basbelopp) とが併存することになる。

所得比例年金は賦課方式と積立方式に分けられ

るが、この点が今回の改革の最大の特徴となって

pる(社民党は賦課方式、保守中道派は積立方式

を主張したが、政治的な妥協の結果、上記のよう

な制度になったという)。保険料は労使折半で(負

担配分の詳細は不明にうち16. 5 %が賦課方式、

2%が積立方式の、合わせて18. 5 %である。注

目すべき点は積立方式では保険料運用に際して保

険会社を選択できることである。なお保証年金の

水準は基本的には基礎額の 2. 1倍となっている

が、所得比例年金がある場合、その調整が行なわ

れる。

所得と保険料の関係は個人負担の保険料の基礎

となる所得は基礎額の 7. 5倍を上限とし、それ

以上の収入については ITP(協約年金)へ振り替

えられる。この場合の基礎額は賃金上昇率(年金

基礎所得の上昇率)に合わせて改定されるが、保

険料払い込み総額の再評価等の基準となる賃金上

昇率は、 一人当たり PGI(pensionsgrundande ink-

omster)、つまり「年金の基礎となる所得」の 3

年間の平均伸び率に基づいて決められる(保険料

の自己負担分は PGIから控除されるため一種の



可処分所得となっている。)また賦課方式による

年金額算定は当該賃金上昇率に基づく再評価後の

保険料払い込み総額をデパイザー(除数:

Delningstal)で、割って求められる(ある世代の平

均余命が延びればデパイザーの値も大きくなる)。

デパイザーは平均余命、死亡率、男女聞の所得差、

実質賃金伸び率などによ って決まり、年齢(グル

ープ)別に計算され、ある年齢グループが61歳に

なったとき決定する。つまり賦課方式による年金

額は支給開始年齢に達して初めて確定することに

なる(但し各年齢別デパイザーの予想値は毎年公

表される。)このようにデパイザーは健全で安定

的なシステムを維持するために重要な機能を果た

す。

支給開始年齢は原則として61歳からであるが、

繰下げ支給については何歳からでも可能となって

いる。また満額年金を 1/4、 1/2、3/4と

いったように分割して受給することもできる。経

過措置もあり、完全に新しい制度で受給できるの

は1954年以降に生まれた人からで、それ以前の人

については、改正前、改正後、両制度から各人の

生年に応じた給付率で受給する。従って当分の間

新旧両制度が併存することになる。むろん改正前

の既得権は保証される。

以上が、 1996年施行のスウェーデンの新しい年

金制度の概要である。スウェーデン経済と同様、

Turuing Sweden Aroundにある年金制度改革

の成果に注目したい。

*筆者は年金の専門家ではない。たまた志スウェ

ーデンの年金制度調査(1994年10月)に参加す

る機会があった。本稿はその時の成果の一部を

あくまでも筆者個人の理解に基づきまとめたも

のである。その後の状況は変っていることもあ

り、また既述内容に誤まり等あればお許し願い

たい。

スウェーデンの二つのユニークな環境教育 (1)
-Environmental Education for children: Frilufstsframjandet一

スウェーデンに住んで、いると日本と比較して国

民の環境意識が高いことに気付く。去年の新聞に

「スウェーデン人の環境意識さらに高まるjと言 う

記事があった。環境改善のため市民がどれだけ参

与しているかのアンケート調査の結果が出ていた。

*ほとんど全市民が規定ガラス瓶を返している

(デポジット制)

*60%以上の市民が環境にやさしい洗剤を買っ

ている

*50%以上の市民がペンキやその他の有害ゴミ

は有害ゴミ収集所に出している

*環境マークのある商品を多く買うようになっ

た

*環境に悪い商品を製造している会社からの商

品を避けるようになった。

*新聞をリサイクルに出す割合は84%

*アルミ缶回収率は92%(デポジット制)

*50%近いスウェーデン人が環境にやさしい商

品なら普通の商品より20%高くても買うと答

えている。

前年の調査と比べると環境を意識した行動が急

に進んできているそうだ。例えば洗剤を詰め替え

で買 う人が倍増し、リサイクルできるパッケージ

に入った物を選ぶようになった割合が 5人に l人

高見幸子
Ms.Sachiko Takami 

から 3人に 1人に増えた事など、文環境を全く無

視すると言 うグループは 2%のみになり前年に比

べ半減したそうだ。

このように国民の環境意識を高めるためには環

境教育や情報や啓発が必要だ。その分野で貢献し

てきた大きい自然保護や環境保護団体がスウェー

デンには 4、5つある。その中でもスウェーデン

にあって他の国にないユニークな環境教育の方法

を二つご紹介したい。

一つは幼児のための環境教育ともう一つは企業、

行政のための環境教育だ。

1 .森のムッレ教室(幼児環境教育)

スウェーデンには昔から土地の所有者の邪魔に

なった り自然に害を与えなければ誰でも自由に森

や湖に出かけていって楽しむことができるという

(ALLEMANSRATTEN) 自然享受権がある。で

も、この権利が誤解されたり悪利用されない事が

大切だ。自然とつき合う時のルールがあり、それ

を皆が守らなければならない。今、 どこの森や湖

や海に行っても日本のようにゴミが落ちていない。

国がキャンペンをしてきた事もあるがその他に正

5 



しい情報と教育に長年努めてきた団体があるから

だ。

それは FRILUFTSFRAM]ANDET(野外生活推

進協会)と言う会員20万人と大きい全国組織の団

体だ。全国に500支部があり、大人と子供の会員

のために 1年を通しての野外活動のプログラムが

ある。でも協会の活動で一番盛んな部門が 5-6

才児対象の「森のムッレ教室jだ。35年ほど前に

発足してから現在で150万人(日本の割合だと225
0万人)の幼児たちが参加していることになる。

「三つ子の魂は百までjと日本でも言うが、自然

と付き合うルールも幼児の頃から身につけるのが

一番と言う考えが基礎にある。

森のムッレとは森に住む妖精のようなキャラク

ターで、子供たちと動物たちの友達だ。森に出か

けると子供たちのグループのところに来て、いっ

しょに遊んだり 自然のお話をしてくれるが、「自

然を大切にしようJと言う真剣なメッセージもも

ってくる。

この幼児環境教育方法は自然の中にある物で遊

び、全感覚を通しての直接体験が自然を理解する

ための基礎だと考えて考案されている。でも誰の

自然教室ではなく自然の中で楽しみ自然に配慮を

することを学ぶのだ。ムッレは植物も動物も人間

も健康に生きるためにはきれいな水と空気と土が

なければいけないことやミミズもダンゴムシも森

の中で大切な役割をしていることなどを話す。又、

森に人間が捨てて行ったゴミを拾って掃除をする

のがたいへんだと話す。子供たちは喜んでムッレ

のお手伝いをし、森に行くとゴミを拾うようにな

る。又、ゴミを捨てないことも覚える。このよう

に、エコロ ジーと自然事受権の義務と自然と付き

合うルールが自然に教えられているのだ。

森のムッレ教室はPRILUFTSFRAM]ANDETの

ボランティアのリーダーが週末にやっている所も

ある。傾向として多くの保育園で環境教育のプロ

6 

グラムとして組み入れられてきている。

又、ムッレ教室の精神を園のミモットーとしている

私立の保育園も増えてきている。

毎日森に出かけ、森が子供たちの遊び場になって

いる。自然の物を使って遊ぶには想像力がいるの

で子供の想像力がのびる。自然の生物を全感覚で

発見し知識欲を満たしてくれ、野外活動で友達や

先生との仲間意識も育つ 0- 2 -3才児も距離は短

いが同じように森に出かけて遊ぶ。幼児の時から

森のにおいをかぎ、ブルーペリーを食べ森を昧わ

い、森の生物を発見しその多様性に感動し体で自

然を理解していく。こうして子供が自然の中にい

る事が好きになってくれれば将来その感情でき っ

と環境を守る大人になってくれると信 じて先生方

は保育をしている。

子供に自然体験をさせてやる事は大人の責任だ。

将来の自然と環境のためにも自然が好きな世代を

作ることが必須だ。日本はスウェーデンよりもっ

と緊急な状態だと思う。それは、都会に身近な自

然がなくなってしまったことと、現在の20才代の

多くの親が子供の時、自然で遊んだ経験がなく 自

分の子供に自然で、どう遊べばよいのか分からない

という状態だからだ。でも数年前に日本でもこの

「森のムッレ教室」の活動を全国に広めようとす

る組織ができた。「日本野外生活推進協会Jと言

い、すでに兵庫県で会員が250人あり協会主催の

ムッレ教室の他に 7つほどの保育園がムッレ教室

活動を取り入れている。協会はリーダーの養成講

座も毎年行なっている。そして、将来はムッレ教

室が日本全国に広まり出来るだけ多くの子供たち

が自然に出かけ自然を好きになってくれるように

と努力している。

連絡先*日本野外生活推進協会会長 高見 豊

干669-43兵庫県氷上郡市島町上牧691
TEL/FAX (0795) 85-2639 



スウェーデンキャンペーンを見て

][. I紙を造る、紙で作る、紙に造る」より

1997年 4月7日スウェーデン大使館でオープン

された「紙を造る、紙で作る、紙に造るJと題さ

れた 3人の作家による紙工芸展を見て。

大使館の入口を入ると、いきなり吊り下がって

揺れている異様な長い短冊状の棒のようなものが

眼に入って来る。(インスタレーション)

近づいて見ると、 厚手の紙の片々を糸か何かで

繋ぎ合わせて棒状にしたもので、その棒状の一本

一本が、 一片ごとに染められた、ブルー、ブラッ

ク、ダーク、レッド、ホワイト、グレーの色に統

一されている。そして、その一片ごとに原子文字

的な記号のようなものが描きこまれていて神秘性

を醸し出している。

それらが天井からぶら下がって揺れているので

あるが、私には何とも理解し難く、奇異の感以外

に心にアピールするものがなかった。

次に 3人の作家の作品について紹介すると。

Kerstin Svanperg 

この女性の作品は紙を何枚も貼り合せて何種類

かのバイキングの楯を作ったものと、墓石のよう

なモニュメント(紙の張り子)のものの周囲に異

妖のチップ状のものが砂利のようにばら蒔かれて

いる。この砂利状のものも総て張り子であろう、

仲々手間のかかる忍耐を要する仕事であったと推

測される。

この砂利状のものにも絵のような文字のような

形状をもったものが描かれてあった。

あたかも魔女の墓場とでも表現したらよいので

あろうか。私達日本人には、楯にしても文化の伝

統の相違のためか、思い入れというか歴史的愛着

というか、そんな民族の持つ特有の感情がないた

め、 異文化に対する奇異的興味しか持てなかった

のは残念であった。

二人目の Jerry Gゆnbergの作品は紙質を生

かした絵による作品でドローイング、又は墨絵と

でも言えようか材料がよくわからないので何とも

言えない、黒と 白のモノクロ作品である。

その墨絵風の淡p仔情性が東洋人である私達に

文:H. アオ

はなじみ易く、ごく自然に心魅かれるものがあっ

た。

小品許りなのが残念で少くとも、 2、30号の作

品が l点でも 2点でもあればその作家の力量が計

れるし、又、外国人による素描ではなく墨絵調の

ものがあればどんな感覚の作品になったのか楽し

みであった。

三人目の ErlingGustafssonの作品は官頭に述

べたインスタレーションの肩の凝った作品よりは

書物のような作品が面白く又、魅力的でもあった。

特に「魂jと題する表紙に石を埋め込み後の本

文にカラーエッチングによる版画を貼りつけた亜

麻、リンネル紙のやや厚手のごわごわとした作品

は面白く、日本和紙のソフトな強靭さとは異なる

荒々しい肌触りの極めて原子的な紙の素朴さに魅

せられた。

また、カラーエッチングもミニマムなモチーフ

を顕微鏡ででも拡大したような、 一見抽象風にも

見えるモチーフの面白いとらえ方があって仲々見

せる作品になっていた。

特に、表紙の石には意表をつく魅力があった他

の書物作品もそれぞれに魅力があったことは言う

までもなp ことである。

今後も、日本では余り見ることの出来ない北欧

独特の作品、或は、ジャンルをとわず、一流のア

ーチスト達の作品等を紹介していただければ両国

の文化の交流のために有益であると考えられる。

末筆ながら大使のご招待を深く感謝致します。

m. ランヒルド・ルンデン(RagnhildLunden)展

唇をテーマにした絵画展である。アクリル絵の

具を主体にして描かれているようである。会場一

杯に青 ・赤・ピンク・グレー等の色彩の唇が、横

に引き伸ばされて巨大化したり、或は縦にっぽま

った造形で描かれている。

唇は性の一つの象徴であるとともに生の象徴で

もある。

人類は生きるために食し、滅亡を防ぐために愛
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を噛き、性を完結させるための道具として唇に大

役を担わせている。

グラッシして重厚さを出そうと意図しているが、

部分的には逆効果となって色彩の明度を落とし、

色彩を濁らせる結果になっているのは誠におしい

ように思われる。

会場に溢ふれる性の化身のような唇を見ている

と一種異様な雰囲気に誘いこまれて自が心の平衡

さえ失いかねない状態に落ち入ってしまう 。 なお、この唇の絵と料理をアレンジしたしゃれ

た“Smakamina lappar (唇の昧)"という題名の

本が上梓され当事務局で販売しております。

ランヒルドの絵画は屡々男女の「愛のいとな

みjを暗示する抱擁の模糊とした図柄を唇のイメ

ージとして脊景的に配置 した構図になっている。 この本の唇の絵は極めて魅力的にデザインされ

ていて、片面にある料理のもつ雰囲気とよくマッ

チして心地よい気分を見る人に与えてくれます。

幸福な気分になれる楽しい本です。

それは、 工夫された構図ではあるが少々駄弁で、

物語的、説明的になっているきらいがある。絵全

体について言えることはアクリルの速乾性の故か

筆致が荒く、 薄塗になりがちなこともあ って些か

深みに欠けるためそれを補足しようとして暗色を

ご一読を是非おすすめいたします。ちなみに価

格は￥6，600です。

月

〈研究会その他のご案内〉

催しものを ご案内申し上げます。研究会は(財)スウェーデン交流センタ ーと共催です。

1.福祉・医療問題研究会

日時 10月28日(火)午後 6: 30-8 : 30 
テーマ「スウェーデンにおける臓器移植登録の現状j

講師 三瓶恵子 氏(ジェトロストックホルム事務所プロジェクトコーディネーター)

最近日本でも取り上げられている臓器移植について、その状況や問題点をスウェーデンから一

時帰国される 三瓶恵子 さんを講師に迎え、お話しいただきます。

参加費 一 般1，000円/会員無料

定員 60人まで(予約先着順)

会 場丸の内三井ピル 4F 株式会社トーモク会議室

2. '98カレンダー予約販売

昨年も ご好評頂いたスウ ェーデンのカレンダ一、 98年版 Sverigealman北an(Seven Art AB)の

受付をいたします。予価 2，000 デスクスタンド型 900円(送料別)。

※ 1. 2.の申込先 TEL : 03-5412-0503 FAX: 03-5412-0549 

3. 日本スウェーデンサイエンスクラブ1997年総会/JSSC ANNUAL MEETING 1997 
[-1 11寺 10月31日(金)

会 場港区六本木 1-10-3 -300スウェーデン大使館 1F
セミナー 16 : 00-18 : 00 オーデトリアム

レセプショ ン 18 : 00-20 : 00 ホール

参加費 5，000円 (申込締切10月29日まで)

FAX 5562-9090 連絡先 田村恵美子

4. その他の催し

スウェ ーデン環境保護団体ナチュラル・ステップのカール=ヘンリック・ロベール博士来日記念講演

II 11寺 l1H4LJ(火)18: 30-20 : 30/20 : 30よりレセプシ ョン

会 均 スウ ェーデン大使館オーディト 1)アム/ホール

iiij垣 ナチコラル・ステ ッブとは(仮) (通訳付き)

会 費 5，000f1J (レセプシ ョン費用含む) (申込締切10月30日まで〉

主 催 ナチコラル・ステ ップジャパン準備委員会:Tel. 03-5649-6221 
~t 作f~ スウェ ーデン大使館科学技術部・日本・スウ ェーデンサイエンスクラブ

十u司法人 口瑞本金



.長室諮建留置E

奥村芳孝著 三井マリ子著

「スウェーデンの高齢者福祉最前線J/ Iママは大臣、パパは育児」

筒井書房 明石書脂

ストックホルム市内の広場近くの書庖でのこと。

ヘルパーに付き添われ本を物色している電動車椅

子の男性が視界に飛び込んできた。首から下は麻

捧して動かない様子だ。主に悦線で、ヘルパーと 言

葉を交わす。「どうしても写真に撮って日本で紹

介したpJと思いながらもプライパシーを思んば

かつて声を掛けられず見とれていたところ、同じ

ような様子で、車椅子に視線を送っている人物とは

ち合わせになった。ストックホルムで福祉問題を

中心に著述、通訳をしている奥村芳孝氏である。

「スウェーデンに来てるなら連絡しなくちゃだ

めだよJ。在スウェーデン25年になる奥村氏は、

常に日本からの訪問者に心をくだいている。「体

がほとんど動かなくても、 一人の人間として生き

てゆける、大切にされる。この国のエッセンスを

象徴的に表すこうした(身障者の外出)光景だけ

ど、さすがに写真には撮れなくてね」と奥村氏。

スウェーデンの本質を過不足なく 日本の研究者と

福祉関係者に伝えたいと口癖のように言っている。

そんな奥村氏の思いのこもった本が昨秋上梓され、

多くの人に読まれている。「スウェーデンの高齢

者福祉最前線J(筒井書房、￥2000)がそれだ。

この本の特徴は、現地でなければ入子可能なき

め細かなデータにあることは言うまでもない。行

政の統計窓口や福祉現場、そして図書館や書山に

こまめに足を運んで集められた最新のデータと資

料は、それだけでもスウェ ーデン福祉の流れが何

処にあってどちらへ行こうとしているかを示唆し

てくれる。

だが著者が最も日本の読者に伝えたかったこと

はもう ーつある。書出からクングスガータン(E 

械通り)の古い什まいのカフェへと場所を移し、

こう，lfiしてくれた。

「長所と短所、部分とト ータjしから成り立つ悩

祉システム。ともすれば親スウェーデンと反スウ

ェーデンに一分され、どちらも ..-IIII的な論じ方に

なる日本人のスウェーデン観が総合的になるよう

に。そしてただスウ ェーデン福祉を知って良かっ

たというのではなく、知った情報を日本の福祉の

充実のために『使いこなすjための一冊、という

のがこの本のコンセブトなんですよ」。

約200ページの分量。しかし通常の書籍よりか

なり読みやすい。おおむね -つの見出とテーマは

3，400字程度でまとめられ、長くても2，3ページと

pった構成によるのだろう 。全16章の剖り賑りも、

読み進みながら 自分の求めているテーマが何か分

からなくなるという読書上のよくありがちな失敗

を回避できるよう配慮されている。

冒頭から、奥村氏ならではの、と同時にこれが

スウェーデンに住む人の視点といえる福祉の論じ

方と展開の順序が読みとれる。

歴史的経緯から見た福祉の積み重ねの中で、住

宅と居住といった部分への注目と評価。著者の言

葉によれば「福祉サービスを必要とする高齢者も、

まず居住者」とはっきり定義されているのだ。 19

29年の世界恐慌後の福祉国家のスタート時、住宅

整備が優先的に進められたことの記述と論証は、

pまだに住宅は権利でなく個人の甲斐性、 t空機の

対象程度にしか捉えていない日本人には警鐘に聞

こえる。そうでなく、住宅が市民の隅々まで行き

届けられた後、在宅介護と寝たきりにならない両

齢者の生活があるという順番は、充実した福祉を

成り立たせる方程式とも言える。

そして高福祉を可能にしている他の重要項目。

世論の動向と変遷、法整備などについては暦史を

丹念になぞって記述しである。

まずはl世論の動向について。ノーベル文学賞(1 

974-iド)受賞作家であるイパール・ローヨハンソ

ンが1952年に「主後のスウェーデン」を許した。

社会から隔離された老人ホームの実状を Wiこ[I'，Ji • 

かけた彼の労作が契機となって、スウ ェーデンの

選挙史 f-_初めて高齢化問題が議題にr-.がったとい

。
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「民主主義の赤字をなくせj。そうキャッチフ

レーズを口にする欧州委員会 (EUの行政府)男

女平等機会局のアグネス・ブーベル局長とのイン

タビューから始まる三井氏の欧州紹介はルポタッ

チですす社。スウェーデン女性の議会進出、そし

てノルウェ一政治のクオータ制(一方の性が40%

を下回ってはならないとする)と、大臣をしなが

ら出産、夫が育児をしている例やそのためのサポ

ートシステムなど、今後日本の女性はもちろん、

男性にも注目してほしい実例で盛りだくさんとな

う。ちなみに当時は、高齢化率が10%を越えだし

た頃であり、日本の少し前の社会事象とも重なり

合う。そして高齢化への対応は国民的課題として

スウェーデン人のコンセンサスとなってゆく 。

続いて現在のスウェーデン社会の背骨と言える

法制度、特に社会サービス法なのだが、これが意

外と現在まで分かりやすくかっ具体的に紹介され

たものが少なかった。同法が福祉の枠にとどまら

ず、人権、地方自治、行政手続きなどかなり広範

な内容であり、その各々の説明に北欧社会システ

ムの知識が必要となる榎雑さも手伝つてのことだ

ろう 。とはいえ、この立法は北殴各国に共通の特

徴であり、現状の北殴福祉国家を組み立てている

DNAのようなもの。ここを割愛しては今日の北

欧福祉の理解は深まらない。氏は具体的なケアの

展開の行われ方(地方自治体等において)

しながら解説している。

巻末に近づくと、奥村氏のこんな問いかけが登

場する。「本当の国民負担とは何jというものだ。

奥村氏の答えは「公費負担と私費負担を合わせた

もの」だという 。ひるがえって現在の日本。公的

介護保険の議論と並んで、将来の負担は国民所得

の50%を越えないようにとの意見が出されている。

大きな政府を回避しようというのだ。しかし、そ

の主張の目指すゴールは、小さい政府で良いのか

といえば、厳密には小さな政府の先にある、個人

により多くの所得を残すこと、「大きな財布Jが

示されなければならないだろう。ところが、北欧

のように公費で福祉をまかなうのをやめさえすれ

ば、即日本人は大きな財布を持てると楽観できる

のか。今ですら、北欧が社会サービスとして提供

している教育、住宅、育児、医療等に日本人は個

人の財布から莫大な額を貯金や保険、ローンとし

てつぎ込んでいる。それらをカウントすれば、本

当の国民負担はさして変わらず、実態の伴った議

論を行うためには、「どちらが投資に見合ったサ

ービスの質を手にしているかjという論点が加わ
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る。

ところで、使いこなす本としてもう一冊、スウ

ェーデンとヨーロッパ諸国についての書籍をあげ

たい。こちらも目的は赤字の解消である。しかし

その赤字は、民主主義、そして女と男をめぐって

のものだ。「ママは大臣、ノtパ育児j三井マリ子

氏著(明石書庖、 ￥2060)。昨年の夏の出版だが、

好評を博している。著者の三井氏は女性問題評論

家である。東京都議時代から女性議員を増やす活

動に力を注ぎ、その過程で彼女が注目したのはノ

ルウェーの女性議員の比率の高さだった。その後

EU諸国を実地調査しながら、 EUそして加盟国

の、「これは」と思う女性のための試作を書きた

めたものがこの本には詰まっている。

EUの中身とヨーロッパ諸国の女d性のための政

策だが、案外知っているようで知らない、そして

実際日本では資料が少ないのが実状である。とこ

ろがこの地帯は知恵の宝庫なのだ。たとえばオウ

ムの一件以来日本でも論じられるようになったカ

ルト対策も、とうの昔に EUでは対策と処方筆を

議論していたというし、安全保障でも、最近アジ

アで聞かれるようになった信頼醸成や軍事的情報

を交流させての集団安全保障等もヨーロッパでは

すでに実践段階にある。また EU内での小国と大

国との関係に配慮しての民主的手続き(小国が数

の不利に陥らないよう)を様々に実験がなされて

も例示

らなければならない。

奥村氏はここのところ危慣していることがある。

ストックホルムの福祉施設がこれまでのような自

由に見学させることをやめ、市役所を通じ管理す

る方向に変わった。年々増える日本人の来訪に音

を上げたためだ。「これまではスウェーデン人の

一方的な親切で成り立ってきたJと氏は論評して

定
価
四

O
つ
円仁)(文:高橋

っている。
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